
平成２１年３月１６日 

区内工事事業者の皆様へ 

 

区内事業者優先発注基準の拡充に関するお知らせ 

 

 本区の工事につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、練馬区では、入札契約における緊急経済対策として、本年１月から適用して

いる区内事業者優先発注基準を、下記により、時限的に一部を拡充いたします。 

 

記 

 

１ 現 行（平成２０年１２月改正、２１年１月公告から適用） 

 

（１） 最低制限価格の設定範囲の変更 

予定価格の３分の２から１００分の８５の範囲に設定 

（２） 前払金の最高限度額の引き上げ 

契約金額の４割（最高限度額２億円、１０万円未満端数切捨て） 

（３） 区内工事事業者への発注基準額の引き上げ 

原則として予定価格１億５千万円未満の工事に区外工事業者の参加なし 

（一部業種を除く） 

 

２ 拡充内容 

 

（１） 直近受注制限の緩和 

ＪＶ（建設共同企業体）案件の工事について、現行１件から、当分の間２件ま

でとする。全ＪＶ案件に適用する。 

（２） 区内事業者優先発注基準（建築工事）の引き上げ 

建築工事における区内事業者優先発注基準額を、当分の間３億円までに

引き上げる。ただし、平成２１年度に限り、発注基準額を５億円までとする。 

 

３ 適用期日 

  平成２１年度発注工事から適用する。 

 

４ 問い合わせ先 

  練馬区経理用地課契約係 電話０３－５９８４－２８３２（ダイヤルイン） 


